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はじめに 

 

今年度の班長をお引き受けいただきありがとうございます。 

この班長手引書は班長の役割を記載しています。 

毎月の連絡については、『お知らせ』発送時にお届けする『諸連絡』で 

ご連絡します。 

各々のできる範囲で少しずつの力を出し合い、地域活動にご協力をお願い 

します。 

一年間よろしくお願いいたします。 

 

 

 

目    次 
 

 

前年度班長からの引継物 ......................................... 1 

I. 班長の役割 ................................................ 2 

II. 自治会費集金の手順 ........................................ 7 

III. 専門部の役割 .............................................. 8 

新年度書類配布予定 ............................................. 10 

コミュニティハウス地図 ......................................... 10 

 

 

 
 



- 1 - 
 

 前年度班長からの引継物  
 

班の書類入れ（茶色い箱）が、前班長から 4 月 1 日までに届きます。 

万一、お手元に届かない場合は、前班長にご確認願います。 

ご不明点は、自治会までお問い合わせください。 
 

【箱の内容物】 
 
❉ 班長札                   ❉回覧板 
 

 

 

 

❉班名簿        
班名簿がない場合は自治会までご連絡ください。 

❉ 避難行動要支援者情報 

自治会封筒（対象者がいる班のみ） 
                        

 

 

 

 

 

 

❉災害時安否確認書類クリアファイル 

（安否確認用紙と三田市避難行動要支援制度のパンフレットが入っています。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

班の書類入れ(茶色い箱)の中に、上記以外の旧書類(古い入会届・退会届など)があれば 

破棄してください。 

個人情報が記載されている不要な書類が残っている場合は、必ず細かく裁断して 

破棄してください。(個人情報保護法) 

自治会までお持ちいただければ、こちらで処分します。 

三田市避難行動 
要支援者について(依頼) 

 在中 

〇〇地区〇〇班  

担当班長様 

あ
か
し
あ
台
自
治
会 

 

 

班 
 

長 
 

〇〇地区 

〇〇班 
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毎月のお知らせ発送時に、以下の『諸連絡』で、連絡事項・配布方法を 

お伝えいたします。(必ずお読みください。) 
 

Ⅰ.班長の役割 
 

(１) 回覧、書類等の配布 

自治会から配布をお願いする書類には次のものがあります。 

(ア) 『お知らせ〇月号』（回覧板） 

(イ) その他お知らせ書類などを全班員に配布 

(ウ) 防犯速報など臨時で全班員に配布 

(エ) 『広報あかしあ』は 2023 年 1 月号より『地域情報誌あかしあ』となり、

配布ボランティアが全戸に配布することになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 地区集会に参加 

  開催時期の詳細は別途、連絡いたします。  

 
(３) 自治会費の集金 

集金方法などについては「Ⅱ.自治会費集金の手順」Ｐ７をご参照ください。 

                                             

 

回覧板QRコード 

見本 
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(４) 募金活動などの手伝い 

「赤十字」社費・「赤い羽根」募金・ 三田市社会福祉協議会会費など 

班員に封筒を配布し、お手元に届いた封筒を回収し自治会へお持ちください。 

募金活動のお願いについての詳細は、その都度ご連絡いたします。 

 

(５) 班員の入会と退会について 
 
【班員の入会時】 

・ 班長は、新規入居者等で入会される方に『自治会入会のご案内』をお渡しください。 

・ 入会される方が、入会届と自治会費をお持ちの上、自治会窓口でお手続きいただくよう

にお伝えください。 

・ 自治会費は、途中入会の場合月割になります。(月 400 円)         

・ 入会された方の住所名前は、お知らせ発送時に、書面でご連絡いたします。 

班名簿に追加し、備考欄に〇月入会と記入をお願いします。 

 

入会案内は、お知らせ４月号発送時に１部お届けします。お手元になくなった場合は 

自治会までご連絡ください。 

 

【班員の退会時】 

・ 班員が転居等で退会されるときは、自治会窓口でお手続きいただくように 

お伝えください。 

・ 退会届は退会される方に、自治会窓口でお渡しします。 

・ 退会された方の住所名前は、お知らせ発送時に、書面でご連絡いたします。 

班名簿備考欄に〇月転居と記入し、二重線で訂正をお願いします。 

 

 

 
※青字は追加の記入例です。 

 
※入会・退会については、自治会 
 窓口で対応します。 

  

 
 

 

ご不明な点は自治会までご連絡ください。 

 

                

集金方法 ◎印：ゆうちょ銀行払込 
☆印：班長集金 
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(６) 訃報の際の対応 

班内にご不幸があった場合 (同居のご家族の方) 

自治会へ連絡   （自治会へ連絡があった場合は、班長へ連絡） 

弔慰金(五千円)を用意いたします。 

原則、班長から弔慰金をお渡しいただきます。 

（葬儀に参列される場合はお香典として用意いたします。） 
 

ご遺族の希望がある場合は、班･近隣へお知らせする「訃報」用紙を用意い 

たしますので、配布をお願いします。 

 

(７) 近隣ふれあい会合の開催 

班員の要望の把握や親睦を図るため「近隣ふれあい会合費制度」があります。 

お隣の班との合同や地区で開催など、親睦を図るため是非ご利用ください。 

総会で承認された後、班員一世帯あたり 1,000 円を上限に実費を支給(年一回) 

します。 

・会合費申請は、５月～３月第１週頃までにお願いします。 

・申請書と領収書をご持参の上、自治会窓口へお越しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※『近隣ふれあい会合開催報告書兼 近隣ふれあい会合費申請書』は、総会終了後、 

お知らせ５月号発送時にお届けします。 
 

見本 
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(８) 専門部活動 (専門部に所属された場合)    

詳細については「Ⅲ.専門部の役割」をご参照ください。（Ｐ８参照） 

 

(９) 災害時 
災害があった場合は、班員の安否確認や避難行動要支援者への支援を行います。 
 

 班員の安否確認  
班員宅に掲示してある『無事カード』を確認して、 

「安否確認用紙」に記入し、災害本部（あかしあ台小学校）へ 

お持ちください。 

 

万一の災害時に使用する「安否確認用紙」はお知らせ 

4 月号発送時にお届けします。班の書類入れ(茶色い箱) 

の中にある、災害時安否確認書類クリアファイルに保管してください。 

前年度の確認用紙が入っていれば破棄をお願いします。 

 

※秋に実施予定の「自主防災訓練」時に、安否確認の訓練をします。  

訓練時には訓練用の「安否確認用紙」を実施前に別途配布します。 
 
 

 避難行動要支援者への支援  

※対象の方がおられる班のみ （自治会未加入の方を含む） 

対象者がおられる班は、班の書類入れ(茶色い箱)に避難行動要支援者情報の封 

筒が入っています。（Ｐ1 の見本写真参照） 

また、変更があった場合は変更後の書類をお届けしますので、書類入れに保管 

してください。 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「避難行動要支援者制度」とは… 
要介護認定者や障害者手帳等をお持ちの方や、災害時に支援が必要な方が、避難 

時に支援が必要であることを市に申し出て、市が支援を認定した方たちです。 

災害時には支援者（班長など）は、自分や家族の安全を優先した上で、要支援者 

への情報伝達や安否確認を行い、避難行動が必要な場合には、最寄り避難所への 

誘導をします。 
 

お知らせ 4 月号発送時に「三田市避難行動要 

支援者支援制度概要パンフレット」をお届け 

します。班の書類入れ(茶色い箱)にある 

災害時安否確認書類クリアファイルに保管して 

ください。 
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参考資料 
 

【三田市の災害対応】 

 
地震災害や風水害の発生時には、以下の状況に応じて市指定避難所が 

開設されます。  

・震度５弱以上の地震が発生したとき ・市域又は土地建物等に災害が 

発生し、又は発生する恐れがあるため避難情報を発令する時。 

・台風が接近する時など気象予報等の状況により市水防対策会議が開設 

 を決定した時。 

  

≪ 災害時避難場所 ≫ 

 市指定避難所  … ウッディタウン市民センター 

あかしあ台小学校 

ゆりのき台中学校 

 

 補 助 避 難 所  … 県立三田西陵高等学校  

大規模災害により、市指定避難所が受け入れ能力を超える場合や使用不能な場合に 

開設される避難所 

 

 福 祉 避 難 所  … 総合福祉保健センター 

災害時に、障害者、要介護者などを一時的に受け入れる避難所 

 

 広域避難場所   … はじかみ池公園・駒ヶ谷運動公園  

災害が広域にわたって人命に著しく大きな被害を及ぼすと予測される場合、一時 

的に危険を回避する場所。 

主に地震災害時の家屋などの延焼に備えて、市民の安全を確保するための大規模 

避難場所。 

 

 区・自治会避難所 … あかしあ台コミュニティハウス  

災害時に危険を一時的に回避する場所、または、安否確認をする場所で、自治区 

ごとに任意に決定した避難所 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治会 
防災に関するHP 
QRコード 
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Ⅱ．自治会費集金の手順 
  

会費は、年額 5,000円です。集金には２通りあります。 
  

班名簿に、班員の方の会費納入方法を記載しています。(Ｐ３参照) 

ゆうちょ銀行ご利用の方は◎印、班長集金をご利用の方は☆印を記載しています。 

班長は☆印の方の集金をお願いします。 

本年度より、集金からゆうちょ銀行払込に変更された方については、お知らせ5月 

号発送時にご連絡します。 
 

１.ゆうちょ銀行自動払込 

総会終了後、ゆうちょ銀行口座からの自動払込になります。(５月末予定) 
    

２．班長による集金 

１年分 5,000 円の集金をお願いいたします。 
 

総会終了後に集金していただきます。(5 月中旬予定) 

日程等の詳細連絡と集金をしていただく方の領収書は、お知らせ５月号発送時に 

配布いたします。 

   

                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

集金 班長 控え 
集金した自治会費と共に集金封筒に 
入れて自治会までお持ちください。 

領収証 
集金時に班員の方にお渡しください。 

見本 
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Ⅲ．専門部の役割 

１.部長の役割 
部を代表して活動し、必要に応じて専門部会を開催して行事などの計画・ 

検討・運営をします。専門部連絡会(月 1 回)に出席します。 

 

２.副部長の役割 
 部長を補佐します。連絡会等に部長が参加できない場合は、代理出席します。 

 

３.各専門部の役割 
 

 広 報 部  

①「地域情報誌 あかしあ」の毎月 1 回発行 

②自治会行事などの取材･広報活動 

③ホームページへの運営協力 
 

 

 防災・防犯部  

①青色防犯パトロールの企画・実施（２回/月実施・各部員年２回程度） 

   ・調査項目は迷惑駐車、放置自転車 など 

②自主防災訓練(年 1回)の運営 

③夏祭り・防災フェスティバル等の交通整理・防犯活動 

④マスターズマラソン実施時の走路安全係 

 

 環 境 部  

①クリーン・デーの運営(市民と市の環境美化協同作業) 

集積場所 25 カ所でのごみ袋配付など 

 

≪クリーン・デー実施日≫ 

②夏祭り・防災フェスティバル・どんど焼きのごみ分別の指導や回収作業 

③ごみステーションでのごみ出しマナーの啓発 

 

 

2023 年 2024 年 

5 月 14 日(日) 7 月 2日(日) 9 月 10 日(日) 12 月 10 日(日) 2 月 11 日(日) 
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 体 育 部  

①あかしあ台地区の体育行事をあかしあ台体育振興会と共同開催 

②夏祭り・防災フェスティバル等行事協力 

③ウッディタウン内の体育行事を他自治会と共同で運営 

  （運動会･ソフトボール大会･ドッジボール大会など） 

 

 コミュニケーション部  

①おしゃべりカフェの開催・あかしあサロンの支援 

②イベント（クリスマス会･夏休みこどもシネマ広場）の開催 

③夏祭り・防災フェスティバル等行事協力 
     

 自治会ボランティア  

①あかしあ台夏祭り、防災フェスティバル・どんど焼き、小公園除草作業等への 

ボランティア活動 

事前にお手伝いの依頼状をお届けし可否をお伺いします。 

 

＊当該年度に承認された活動が追加される場合があります。 

参考資料 あかしあ台におけるコミュニティ活動の概要 

あかしあ台は、数多くのまちづくりを担う団体によって支えられています。 

あかしあ台自治会は、その中核団体として各種団体と連携して活動しています。 

「あかしあ台まちづくり連絡協議会」は、これらの団体をつなぎ調整する役割を担っています。 
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🌸🌸新年度書類配布予定 
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 「４月号」でお届けする書類（班の書類入れに保管） 

 入会案内 １部 

 三田市避難行動要支援者支援制度概要パンフレット １部 

 2023 年度「安否確認用紙」「安否確認用紙記入例」各１部 

→班の書類入れの中にある災害時安否確認書類クリアファイルに保管しください。 

 

 「５月号」でお届けする書類（総会終了予算承認後） 

 『近隣ふれあい会合開催報告書 兼 近隣ふれあい会合費申請書』 

→班の書類入れに保管してください。 

 自治会費集金関係（班長集金がある班のみ） 

* 集金していただく方の領収書 

 

 

 
 

 


